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資料 R3-223-2 

資料 R3-221-1改 

設工認申請漏れがないことの確認作業について 

 

令和 2年 10月 30日 

日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 

 

１．経緯 

 令和 2年 9月 29日の審査の進め方に関する面談を受け、安全・核セキュリティ統括部を

通じ設工認申請漏れ防止対策について説明するよう指示があったため、改めて設工認申請

漏れがないことの確認を行う。 

 

２．設工認要否整理表の再確認 

 設工認申請漏れがないことの確認に先立ち、設工認要否整理表について１）に示す手順で

設工認要否整理表を再確認し、修正すべき個所については見直しを行う。 

設工認要否整理表について、以下の観点で見直しを行う。 

①R2.1.27以降に設工認の申請対象に追加されたものを「〇」に見直す。 

②整理表は設工認その１３の申請対象を洗い出す目的であったため、R2.1.27時点

で既に設工認申請していたもの（その１～その１２）は「◎、△」とした。これ

らを、新規制基準対応として適合性を示すものと整理し、「〇」に見直す。 

③R2.1.27時点で設工認その１３の申請対象として「〇」としたもののうち、安全

機能を有しないため評価対象外としたものや機能喪失に至った場合でもフェー

ルセーフの設計により施設の安全性を確保できるため評価対象外としたものを

「×」に見直す。 

 

No. 変更理由 変更内容 備考 

① R2.1.27 以降の設工認申請及び補正に

おいて申請対象に追加されたもの。 

「×、◎、△」→「〇」 この変更を＊１

とする 

② R2.1.27 以前に申請した新規制基準対

応に係る設工認において適合性を説明

しているもの。 

「◎、△」→「〇」 この変更を＊２

とする 

③ R2.1.27 以降の設工認申請及び補正に

おいて申請対象外としたもの。 

「〇」→「×、◎、△」 この変更を＊３

とする 

※また、整理表中の各記号の意味を以下のとおり見直す。 

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。 

〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、新規制基準対応として適合性説明を要す

ることを示す。 
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△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、

既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省

略することを示す。 

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たして

いることの説明がつくもの。 

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。 

 

３．内部火災影響評価の対象設備に係る設工認要否整理表上の位置付けの再整理 

設工認その１３第７編で申請した内部火災影響評価に関しては、設置許可申請書に

記載した内部火災に対する防護対象設備が護られるか評価するものである。 

火災防護に関しては技術基準規則第 21条（安全設備）の第 1項第 2号（多様性、多

重性、独立性）、第 4号イ（難燃材、不燃材）、第 4号ロ（消火設備）、及び第 4号ハ（防

火対策）のいずれかあるいはそれらの組合せによって達成されるものである。設工認そ

の１３第７編にて申請した防護対象設備の防護方針としては第 21条第 1項第 2号（多

様性、多重性、独立性）又は第 4号イ（難燃材、不燃材）により防護するもの（炉心等

水中に設置してあるものを除く。）であるが、第 2号に対しては内部火災に対する防護

対象設備以外にも安全設備として該当する設備が複数あること及び第 4 号イに関して

は設置時に材料検査により確認を受けているものであり、本申請にて新たに適合性を

示すものではないことから、設工認要否整理表で設工認その１３第７編の申請対象設

備を一見して特定し難い状況にある。 

このため、設工認その１３第７編内部火災影響評価の申請対象設備に対しては、以下

の整理に基づき整理表を見直す（この変更を＊４とする。）。 

 

要求事項 対象設備 備考 

第 21 条第 1 項第 2 号（多重性、多

様性、独立性）により機能を確保す

るもの 

動的機能を必要とする

もの（崩壊熱除去運転、

状態監視） 

1 次冷却材補助ポンプ、非常用

電源、計装設備 

許可申請書

との整合の

ため、火災に

より機能喪

失しないこ

とを説明す

るもの 

第 21条第 1項第 4

号イ（難燃材、不燃

材）により機能を

確保するもの 

動的機能に期待しない

もの（原子炉プール躯

体、冷却系設備等） 

原子炉プール、冷却系設備等、

設置時に材料検査に合格済み

のため、本申請にて適合性を示

すものではない 

炉心、使用済燃料

等、水中に設置さ

れているため火災

の影響を受けるお

それのないもの 

炉心、使用済燃料等 炉心、使用済燃料等は設置条件

から火災により損傷を受ける

おそれがないものであるが、許

可書との整合のため、評価を記

載している。 
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４．整理表の再確認結果 

 ２．及び３．の結果、以下について修正を行った。 

①＊１の変更 

 対象設備 変更内容 変更理由 

1 47 1次冷却材補助ポンプ 第 19条（溢水による損

傷の防止）第 1項 

「×＊18」→「〇＊18」 

溢水影響評価の対象であるため、「〇」に

変更した上で、その適合性は設工認その７

の被水対策設備で説明している。 

2 66弁類（重水冷却系）、71凝

縮器（ヘリウム系）、75弁類

（ヘリウム系） 

設工認申請 

「－」→「13」 

溢水評価、火災影響評価を系統全体で行っ

ているため設工認その１３の申請対象で

ある。 

3 95 炉プール溢流系溢流タン

ク 

第 6 条（地震による損

傷の防止）第 1項 

「△」→「〇」 

耐震 Bクラス設備であるが、動的評価が必

要であり、計算書を添付しているため。 

4 118燃料事故モニタ 第 19条（溢水による損

傷の防止）第 1項 

「×」→「〇＊23」 

溢水に対する防護対象設備のため。 

5 173排風機（原子炉建家）、378

排風機（実験利用設備）、177

廃棄風道、178隔離弁、180オ

イルダンパ、239 空気調和機

（原子炉建家換気空調設備）、

241 排気系排風機（原子炉建

家換気空調設備） 

第 37条（原子炉格納施

設）第 1項 

「×または△」→「〇」 

設工認その１３第１６編の申請対象設備

であるため。 

なお、244非常用排気設備（排風機）も第

１６編の申請対象ではなるが、第 37 条第

1項の対象ではなく、第 2項の対象設備で

あるが、第 2項は非常用排気設備の除去能

力に対する要求事項であるため、今回の申

請内容ではない。 

6 249 ビームチューブ、293CNS

真空容器 

第 19条（溢水による損

傷の防止）第 1項 

「×」→「〇」 

防護対象である炉心構造物に含まれるた

め。 
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 ②＊２の変更 

 対象設備 変更内容 変更理由 

7 33使用済燃料貯槽室、34燃料

管理施設、1-1 実験利用棟、

176排気筒 

第 6 条（地震による損

傷の防止）第 1項 

「〇」→「〇＊43」 

上位波及を考慮し、上位波及に関する説明

書を添付しているため。 

8 155可動コイル 第 11条（機能の確認等） 

「△＊30」→「〇」 

第 33条（反応度制御系

統及び原子炉停止系

統）第 4項第 1号第 2号 

「△」→「〇」 

設工認その８で適合性を示し、認可頂いた

事項であるため。 

 

 ③＊３の変更 

 対象設備 変更内容 変更理由 

9 1-2コンプレッサ棟 第 8 条（外部からの衝

撃による損傷の防止）

第 1項、第 2項 

「〇＊1」→「×」 

コンプレッサ棟に護るべき安全機能はな

いため、防護対象外。 

10 104起動系、107線形出力系 第 19条（溢水による損

傷の防止）第 1項 

「〇＊23」→「×」 

護るべきは安全保護系と共用する 105 安

全系、106対数出力炉周期系のため、防護

対象外。 

11 114安全スイッチ、2地震感知

器 

第 19条（溢水による損

傷の防止）第 1項 

「〇」→「×」 

溢水により機能喪失した場合は、原子炉が

停止し、その後の状態監視は防護対象の計

測制御系により達成されるため、防護対象

外。 

12 171手動停止スイッチ 第 19条（溢水による損

傷の防止）第 1項 

「〇＊23」→「×」 

制御室周辺で溢水が発生した場合は、原子

炉を停止させ、その後の状態監視は防護対

象の計測制御系により達成されるため。 
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 ④＊４の変更 

 対象設備 変更内容 変更理由 

13 47 1次冷却材補助ポンプ 第 21条（安全設備）第

2項 

「◎」→「〇」 

第 4項イ 

「〇」→「◎」 

設工認その１３第６編の申請内容は防護

措置を採るものではなく、離隔距離をとる

ことで独立性を確保するものであるため

修正する。 

14 105安全系、106対数出力炉周

期系、110 1 次冷却材流量、

112 1次冷却材炉心出口温度、

113 1 次冷却材炉心出入口温

度差（炉心入口温度）、114重

水温度、115重水流量、116重

水溢流タンク水位、117 原子

炉プール水位、118 燃料事故

モニタ、2地震感知器、143サ

イフォンブレーク弁作動回

路、162重水ダンプ弁（接続管

含む） 

第 21条（安全設備）第

2項 

「 ◎ ＄ 352 」 → 「〇

＄352、＊51」 

安全保護系並びに崩壊熱除去運転に係る

中性子計装設備及びプロセス計装設備の

ケーブルの分離は、建家貫通部をその１０

にて、その他の部分をその１３にて申請す

るため。 

15 121安全保護系検出器 第 21条（安全設備）第

2項 

「◎」→「〇」 

崩壊熱除去運転に係るプロセス計装設備

は安全保護系を共用しており、防護対象で

あるため修正する。 

16 138原子炉停止回路 第 21条（安全設備）第

2項 

「◎＄352」→「◎」 

原子炉停止回路は制御室内の設備であり、

建家貫通部は関係しないため修正する。 

 

 ⑤その他 

 対象設備 変更内容 変更理由 

17 377 空気浄化装置（実験利用

設備）、378排風機（実験利用

設備） 

名称の修正（実験利用

棟→実験利用設備） 

誤記修正のため。 

18 設工認要否整理表別紙 ＊1の括弧書き追加 申請範囲の明確化のため。 

19 設工認要否整理表別紙 ＊50、＊51を追加 設工認要否整理表の再確認の結果を受け

追加。 
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５．設工認申請漏れがないかの確認 

   ２．～４．で再整理を行った設工認要否整理表について、「〇」となっているものが

漏れなく申請されているか確認を行ったところ、121安全保護系検出器の溢水影響評価

が設工認その１３第６編内部溢水影響評価から抜けていることが判明した。加えて３．

の整理に従い安全保護系検出器の安全機能について確認した結果、設工認その１３第

７編内部火災影響評価の防護対象設備にも含めるべきとの結論に至った。 

 

６．今後の対応 

４．に示した整理表の修正並びに５．で確認された安全保護系検出器に係る内部溢水

影響評価及び内部火災影響評価を設工認その１３の補正に盛り込むことで、設工認申

請漏れがないことの確認作業が完了し、漏れなく設工認が申請されていると判断する。 


